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平成３０年２月２３日 
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表面 
 

障保発第００１８９９号 

平成３０年 ２月 １日 

           

                   

熊本市長 大西 一史 

（障がい保健福祉課扱い・公印省略） 

 

 

障害福祉サービス等に係る利用者負担軽減制度の変更 

について（通知） 

 

 

障害福祉サービス等にかかる利用者の負担額につきましては、国が定める負担上

限月額と利用したサービス費の１割相当額のいずれか低い額を負担していただく

こととなっておりますが、本市の場合、平成 19 年 4 月から障害福祉サービス等の

利用者負担軽減措置として、さらに利用者負担額の半額（1/2）を助成していると

ころです。 

しかし、この一方で、障害福祉サービス等事業所数及び支給決定者数が増加し、

また、障害福祉サービス等制度の充実が図られるにつれ、当該サービスに係る経費

や利用者負担軽減に係る経費が、継続的に増加し続けている状況にあります。 

つきましては、このような状況を踏まえ、今般、利用者負担の軽減措置について、

平成 30 年 4 月サービス利用分より、裏面のとおり変更する予定としておりますの

でご連絡申し上げます。なお、正式に変更することが決定しましたら、再度お知ら

せいたします。（３月下旬を目処） 

何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

【問い合わせ先】          

熊本市役所 障がい保健福祉課 （11階） 

 〒８６０－８６０１ 

熊本市中央区手取本町１－１ 

ＴＥＬ：０９６－３２８－２５１９  
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裏面 

１． 利用者負担軽減措置の変更内容 

【変更前】平成３０年３月３１日サービス利用分まで 

下の表中①から⑤の利用者全員に対して、利用者負担額の半額（1/2）を助成。 

 

  

【変更後】平成３０年４月１日サービス利用分から 

（1） ①、②、④に該当する利用者全員に対して、利用者負担額の 1/4 を助成。 

（2） ③、⑤に該当する利用者全員に対して、利用者負担軽減措置を廃止。 

 

 

２．利用者の負担上限月額について 

市助成後の実質的な 

負担上限月額 

 
区分 世帯の収入状況 

国の負担 

上限月額 

 現制度 

（市 1/2） 
新制度 

 生活保護 生活保護受給世帯 ０円    

 低所得 市町村民税非課税世帯 ０円    

① 一般１ 

市町村民税課税世帯（所得割 16 万円未満） 

※入所施設利用者（20 歳以上）及び共同生活

援助利用者を除く 

9,300 円 
 

4,650 円 
6,975 円 

（1/4助成） 

② 一般２ 

市町村民税課税世帯（所得割 16 万円未満） 

※入所施設利用者（20 歳以上）又は共同生活

援助利用者に限る 

37,200 円 
 

18,600 円 
27,900 円 

（1/4助成） 

③ 一般２ 
市町村民税課税世帯に属する者のうち、①

又は②に該当しない者 
37,200 円  18,600 円 

37,200 円 

（助成廃止） 

 

○障がい児について 

 
区分 世帯の収入状況 

国の負担 

上限月額 

 現制度 

（市 1/2） 
新制度 

 生活保護 生活保護受給世帯 ０円    

 低所得 市町村民税非課税世帯 ０円    

④ 一般１ 
市町村民税課税世帯 

（所得割 28 万円未満） 

通所施設、ホームヘ

ルプ利用の場合 
4,600 円  2,300 円 

3,450 円 

（1/4助成） 

入所施設利用の場合 9,300 円  4,650 円 
6,975 円 

（1/4助成） 

⑤ 一般２ 上記以外 37,200 円  18,600 円 
37,200 円 

（助成廃止） 

○障がい者について 
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実施までのスケジュール 

 

 平成２９年 ８月  第３回定例会にて具体案説明 

１１月  障がい者自立支援協議会にて説明 

 平成３０年 ２月  障がい者施策推進協議会にて説明 

           対象者及び事業者へ改正内容（予定）を通知 

           第１回定例会へ予算案提出 

 ３月  対象者に個別に上限額を通知 

       ４月～ 実施 


